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1. 予防接種実施依頼書での 
接種は可能か 
 

2. 依頼書の宛先は 
市区町村長、医療機関長※1

のどちらか 
 

3. 予防接種実施依頼書の 
提出先 

 
4. 接種費用の自己負担の 
有無 

【お申し込み先】 

新居浜市健康推進課（保健センター） 

新居浜市庄内町四丁目7-17 

℡(0897)35-1070 

窓口もしくは郵送での 

申請が可能です。 

①滞在先市区町村への確認 ②依頼書の発行申請 

③依頼書の発行 

・郵送の場合、申請書を市が受理し 
お手元に依頼書が届くまで 
1～2週間程度かかります。 

④依頼書で予防接種を受ける 

⑤接種費用の払い戻し申請 

・依頼書の発行をせずに予防接種
を行った場合は、払い戻しの対
象となりません。 
必ず事前に依頼書の交付申請を 
行ってください。 

・新居浜市が発行する予防接種手帳※2 

または予診票※3を使用して接種を 
行ってください。 

 
・払い戻しの申請時に領収書の原本が 
必要となりますので、接種時に発行 
してもらってください。 

 
 

※1 依頼先が医療機関長の場合、事前に接種を希望する医療機関に依頼書での接種が可能かを確認してください。 
 

※2 お子様にはお誕生月の翌月下旬頃、ご自宅に郵送しております。 

 

※3 妊婦のRS ウイルス感染症予防接種は、母子健康手帳発行時または郵送にてお送りしております。 

    高齢者肺炎球菌感染症予防接種は、65歳を迎えた誕生月の翌月上旬、 

    高齢者帯状疱疹予防接種は対象年度の4月上旬にご自宅に郵送しております。 

    その他の予防接種（高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者コロナウイルス感染症予防接種）は個別通知を行って

おりませんので、ご不明点は新居浜市健康推進課（保健センター）までお問い合わせください。 


